
お客様各位

埼玉縣信用金庫

共通報告基準(CRS)に基づく自動的情報交換

に関するお知らせ

当金庫を含も`日本の金融機関では、2017年 1月 より、「租税条約等の実施に伴う所得税法、
法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」 (以下「実特法」という)に基づき、対象とな
るお取引をイ子う際にお客様から税法上の居住地国等を記載 した「届出書」をご提出いただくこ
ととな ります。

イ可卒、本法令の趣旨等をご
｀
理解の上、ご協力いただきますようお願い申し上げます。

■共通報告基準(CRS)及び実特法とは

近年、富裕層による海外の金融機関等を利用した金融資産の隠ぺいによる脱税行為や租税回
避行為が国際社会が抱える深刻な問題になつています。

このような行為に対する、世の中の関心、批判が高まる中、日本を含むOECDカロ盟国では、
これに対処するため、非居住者の口座情報等を各国の税務当局間で交換するための国際ルール
として、「共通報告基準 (CRSi Common RepOrting Standard)」 を策定しました。

日本もこれを遵守するため、国内法制化し、国内の金扁虫機関に対して2017年 1月 1日 以降、
以下に該当する者が保有する国座情報等を収集し、国税庁に対して定期的に報告することを義
務付けています。

①税法上の居住地国が日本以外の自然人、法人およびその他の組織

②上記①に該当する自然人が実質的支配者※となつている一部の法人

※実質的支配者とは、法人の事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にある者を
指します。上記②に該当する場合、実質的支配者の情報も報告対象となります。

共通報告基準(CRS)に基づく自動的情報交換制度のイメー望
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お客様にご
｀
対応いただきたいお手続きについて

必要な

手続きとは ?

税法上の

居住地国とは ?

居住地国が

変更になつたら ?

提出した「眉出書」は

何に使われるの ?

手続きに協力しないと
どうなるの ?

・ 201フ年 1月 1日 以降、預金口座の開設を含む所定のお取引を行う際に、
お客様から

〃
税法上の居住地国

〃
等、必要な事項を記載した「届出書」

および所定の本人確認書類等をご
｀
提出いただく必要がございます。

・ 税法上の居住地国とは、その国の「居住者」とされ、所得税または
法人税に相当する税を課される国をいいます。

・ 居住地国が日本である場合とは、日本国内に住所を有し、または現在
まで引き続き1年以上居所を有する個人、国内に本店を有する法人を
いいます。

・
尉盤層び暑全笹鞠 広雛 晏客育繭 撃廷iょ蓬藁繊雇垢当
する税を課される個人または法人を言います。

・ 居住地国が複数ある場合は、そのすべてについて、お申し出ください。

・ 変更が生した日から、3ヶ月以内に「届出書 (異動属出書)」 をご
｀
提

出いただく必要がございます。

・
で終誓厭声

により、税法上の「居住地国」が変更となる際はお申し出
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上記に伴い、以下について予めご了承 ください。

整樫不扉輩諜確毎f蓄
限及び契約に関する1青幸限を本人確認や幸限告の要否半」

幸音建 選銅思梶長発発ゴ
契約に関する‖青報を国税庁等の政府機関ヘ

「届出書」等をご
｀
提出いただけない場合や虚偽の記載をされるなど、

お手続きにご
｀
協力いただけない場合は、お取引をお断りすることがあ

ります。

・ また、実特法に基づき、お客様ご自身が罰則の対象となるおそれが
ありまず。 (6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金)




